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令和６年度 志摩市を元気にする創業支援補助金 

募集要項 

 

志摩市が実施する令和６年度志摩市を元気にする創業支援補助金採用事業者選定に際し、

次のとおり申請者を募集します。 

 

令和 ６年 ４月 ５日 

                            志摩市 観光経済部 経済課 

 

１．事業の概要  

【事業の目的】 

本補助金は、市内において創業、第二創業又はスタートアップ（以下「創業等」とい

う）を行う者に対し、創業等による事業の経営基盤を強化することを目的とし、創業等

を行う際に必要となる経費の一部を予算の範囲内で補助するものです。 

 

【創業、第二創業及びスタートアップ】 

 本補助金における創業、第二創業及びスタートアップとは次のとおりとします。 

  創     業：事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること又は事業を営

んでいない個人が新たに法人を設立し、新たに事業を開始すること。 

  第 二 創 業：個人又は法人が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、

異なる業種(日本標準産業分類に掲げる中分類が異なる業種)の事業

を新たに開始すること。 

  スタートアップ：創業又は第二創業により革新的なビジネスモデルを活用した事業を

新たに開始すること。 

 

【協定金融機関からの支援】 

  当該補助事業では、志摩市の地方創生等を推進することを目的に、志摩市内における

創業等支援に関する協定を以下の金融機関と締結しております。 

 （順不同） 

  ①株式会社百五銀行 

  ②株式会社三十三銀行 

当該補助金の交付を受けるためには、志摩市と創業支援協定を締結している金融機関

（以下「協定金融機関」という）が実施する融資及び各種支援制度に基づく支援を受け、

創業等を行うことが前提となります。 

 

【採用予定件数】 

 ６件程度  ＊予算の状況により件数が増減する場合があります。 
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２．参加資格（補助対象者及び対象事業）  

【補助対象者】 

市内において令和 6 年度内に創業等により事業を開始する者で、次の全てに該当する者 

(1) 協定金融機関が実施する融資及び各種支援制度に基づく支援を受けることに同意

すること。 

(2) 実績報告書の提出日において個人の場合は、市内に住民登録があること、法人の場

合は、市内に主たる事務所又は事業所を有すること。 

 

以上にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、補助対象者とはなりません。 

○市税の滞納がある者 

○許認可等を必要とする場合で、事業を開始する日までに取得する見込みがない者 

○公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある者 

○暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員等と密接な関

係がある者 

○本補助金を受けたことがある者 

 

【補助対象事業】 

 次のいずれかに該当する事業 

対象事業 例 

観光資源を活用した事業 
宿泊業、観光業（キャンプ場、ガイ

ド、アクティビティ体験等） 

地域で生産される物の地産地消を推進する事業 飲食業、農産物小売業、食品加工業 

デジタル技術を有効に活用した事業 情報通信業 

国、県、市若しくは金融機関又はそれらに類する

団体等が実施するビジネスプランコンテストで

受賞実績がある事業 

 

革新的なビジネスモデルを活用した事業  

 以上にかかわらず、次のいずれかに該当する事業は、補助対象事業とはなりません。 

○スタートアップに該当しない日本標準産業分類に掲げる大分類の漁業、農業、林業 

○常時従事する者がいない事業（例：太陽光発電事業、アパート経営事業等） 

○第二創業にあっては、雇用の拡大が見込まれない事業 

○フランチャイズ契約若しくはチェーンストア又はこれらに類する契約に基づく事業 
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３．補助内容  

【補助金額】 

補助対象経費の２分の１（上限５0 万円） 

ただし、次に該当する場合は、該当する金額を上限額に加算し、上限額を最大 170 万円

とすることができます。 

項目 内容 加算額 

若者 基準日において、満 39 歳以下の者で創業等を行う場合 ２０万円 

移住者 

次のいずれかに該当 

・基準日から起算して 1 年以内に本市に転入した者(当 

該転入日から起算して 6 箇月以内に市内に住所を 

有していた者を除く)で創業等を行う場合 

・基準日から起算して 6 箇月以上市外に住所を有する 

者で創業等及び転入を行う場合 

２０万円 

空き店舗活用 

基準日において、3 か月以上使用されていない物件(申

請者の 3 親等以内の者が所有する物件を除く)を活用

し、創業等を行う場合 

５０万円 

スタートアップ スタートアップに該当する場合 ５０万円 

 ＊基準日：エントリーシートの申請日 

 

【補助対象経費】 

次の表のとおりとします。 

経費区分 内容 

店舗等新設・改修工事費 

当該事業に係る事業所・事務所の新設又は改修の工事に

要する経費 

※住宅兼事業所等の場合は、建物の床面積により按分し 

た額を補助対象額とする。 

店舗賃借料 

当該事業に係る事業所として借り受けた物件(申請者の

3親等以内の者が所有する物件を除く)の賃借料 

＊住宅兼事業所等の場合は、建物の床面積により按分し 

 た額を補助対象額とする。 

備品購入費 

当該事業の実施に必要不可欠な備品で、管理責任を明確

にしたものの購入に要する経費 

＊パソコン・タブレット等の汎用性が高い備品は補助対

象外とする。 

マーケティング調査費 マーケティング調査に要する経費 
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広告宣伝費 新聞や広報誌、デジタル広告等の広告宣伝に要する経費 

外注費 
その他、事業実施に必要な外注費（企業ロゴデザイン料、

コンサルティング料等） 

補助対象外経費の例 

・交付決定前に支払った経費（採用決定後に事前着手届

を提出した場合を除く） 

・実績報告日までに支払が完了していない経費 

・補助対象経費区分に記載のない経費（消耗品費等） 

・補助対象（使途，単価等）の確認が不可能な経費 

・見積書、契約書、仕様書、納品書、検収書、請求書、

振込控、領収書等の帳票類に不備がある場合 

・補助対象事業以外の通常業務・取引と混合して支払が

行われており、補助対象となる経費を明確に区分でき

ない場合 

・他の補助金等を受けている経費 

・他の取引と相殺して支払が行われている場合 

・一般的な市場価格に対して著しく高額な経費 

※上記は例であり，記載のない内容でも対象外となる場

合があります。 

 

 

４．募集期間  

 各募集回の募集期間は、次の表のとおりとします。 

募集回 募集期間 委員会日程 採用決定日 

第１回 ４月１５日（月）～５月１７日（金） ５月２４日（金） ６月上旬頃 

第２回 ７月１日（月）～８月 16 日（金） 8 月２３日（金） ９月上旬頃 

 ※上記日程は、変更になる可能性があります。 
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志摩市商工会では、創業のワンストップ相談窓口を設置して

います。支援を必要とされる方は、商工会にご相談ください。 

【志摩市商工会】 

 〒517-0501 志摩市阿児町鵜方 5012 

 TEL:0599-44-0700 FAX:0599-43-5146 

補助金の採用事業者を決定するため、委員会を開催します。

委員会は、申請者の方に参加いただき、事業の計画や内容に

ついてのヒアリング等を行います。 

委員会の結果を受けて、志摩市が

採用事業者を決定し、申請者全員

に審査の結果を書面により通知

します。 

協定金融機関からいただいた事業計画に対する意見書をもと

に、採用事業者が支援を希望する協定金融機関を決定します。 

次の必要書類を添えて、提出していただきます。 

(1)交付申請書 

(2)事業計画書 

(3)収支予算書 

(4)見積書等の写し 

(5)市税に滞納がないことの証明書 

＊申請する対象経費の内容によっては、別途関係書類等の 

 提出が必要となる場合があります。 

提出書類については、別途ご案内します。 

＊支援を受ける協定金融機関の融資が実行済みであること 

＊事業内容に変更が生じた場合は、変更の承認が必要となり 

ます。変更がある場合は、事前に経済課にご連絡ください 

エントリーシートの書き方についてのご質問は、 

志摩市観光経済部経済課にご連絡ください。 

補助金の対象 

となる場合 

決定後、交付決定前の着手

を希望する場合のみ 

５．補助金の手続きの流れ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．事業計画の策定 

２．エントリーシートの作成・提出 

３．志摩市を元気にする創業支援補助金採用事業者審査委員会 

４．採用事業者決定 

６．交付申請 

５．協定金融機関マッチング 

７．交付決定 

８．事業着手 

９．事業完了（営業開始）後、実績報告書を提出 ※原則 3 月 14 日までに事業完了 

10．補助金の請求、口座振込により支払い 

６．事前着手届の提出・事前着手 
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６．申請  

【提出書類】 

  以下の提出書類を各募集期間の期日までにご提出ください。 

なお、提出書類の用紙サイズは A４、印刷方法は両面印刷、クリップ留めでご提出く

ださい。また、使用する言語は日本語に限定します。 

順

番 
提出書類の名称 様式 

必

須 
備考 

1 エントリーシート 様式第１号 ●  

2 資格を証明する書類の写し  写し ▲ 

創業等に際して法令に基づく資格

が必要な場合で、取得済みのもの

に限ります。 

3 創業場所が確認できる資料 任意様式 ●  

４ 空き店舗確認書 様式第２号 ▲ 
補助金額の加算項目「空き店舗活

用」に該当する場合に限ります。 

５ 
委員会において説明用とし

て配布する資料 
任意様式  

A４サイズ３枚（6 ページ）まで 

※文字サイズ：12 ポイント以上 

 

【提出方法】 

  持参又は簡易書留にて下記提出先にご提出ください。なお、持参による提出の受付は、

平日の午前８時３０分から午後５時までとします。また、簡易書留による提出は、封筒

の表面にエントリーシート在中と記載し送付してください。（募集期間の期日必着） 

 

【書類提出先・問合せ先】 

志摩市役所 観光経済部 経済課 

〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方 3098-22 

TEL：0599-44-0010 FAX：0599-44-5262 

E-mail : keizai@city.shima.lg.jp 

 

【エントリーシート提出後の辞退】 

  参加申込み後に辞退する場合は、前項の提出期間中にその旨を記載した書面を持参又

は郵送にて提出してください。 
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７．審査方法・審査内容  

【審査方法】 

 志摩市が設置した「令和６年度 志摩市を元気にする創業支援補助金採用事業者審査委

員会」（以下「委員会」という。）により審査を行います。委員会では、エントリーシート

の内容審査及びヒアリング審査によって審査を行います。ヒアリング審査の概要は、次の

とおりとし、申請者は必ず参加いただく必要があります。 

なお、各時間配分については、参加者数により変更する場合があります。 

 (1) 参加者からのエントリーシートの内容に関する概要説明  １０分以内 

(2) 委員会から参加者へのヒアリング            １0 分以内 

(3) 参加者の出席人数は、２人以内とします。 

(4) 選考会当日における説明用の追加資料の提示及び配布は認めません。 

 

【委員会の日時及び会場】 

  エントリーシートをご提出いただいた申請者の皆様に、後日郵送または電子メールで

ヒアリング審査の日時及び会場をご案内します。 

なお、開催日は「４．募集期間」に記載の各日程を、開催場所は志摩市役所本庁を予

定しています。 

 

【留意事項】 

  資格審査については、事務局（志摩市観光経済部経済課）が行い、次のいずれかに該

当する場合は、審査対象から除外します。 

  (1) 対象者及び対象事業に該当しないと認められる場合 

(2) 提出書類について、募集要項に定められた提出方法、提出先等に適合しない場合 

  (3) 提出書類の内容に虚偽があることが明らかな場合 

  (4) 参加者が委員等関係者に対する不当な活動を行ったと認められる場合 

 

【審査基準及び配点】 

次の表のとおりとします。 

番号 審査項目 審査基準 配点 

１ 独創性 

○技術やノウハウ、アイデアに基づき、他社との差

別化が可能な特色ある商品やサービスとなってい

るか。 

○他のモデルケースとなる事業となっているか。 

20 点 

２ 実現可能性 

○商品やサービスのコンセプトに具体性・現実性が

あるか。 

○ターゲット（利用者像）が明確となっているか。 

20 点 
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３ 
地域経済等への

波及効果 

○地域の雇用や賑わいの創出など地域経済への波及

効果が期待できるか。 

○住民の生活向上への波及効果が期待できるか。 

20 点 

４ 地域性 

○住民（地域）のニーズに沿った事業となっている

か。 

○地域の特性や資源を活かすための観点や工夫がみ

られるか。 

15 点 

５ 継続性 
○事業の継続が可能な実施主体となっているか。 

○事業の継続が可能な計画となっているか 
15 点 

６ その他自由提案 
○事業に対する熱意や想いが伝わってくるか 

○独自のセールスポイント等が提案されているか 
10 点 

合計   100 点 

 

 

８．採用事業者の決定及び交付申請 

【採用事業者の決定】 

 委員会の審査の結果により、採用事業者を決定します。 

なお、審査点の平均点数が 60 点未満である場合は、不採用となります。 

 

【審査結果の通知】 

 申請者全員に対し、書面により通知します。 

 

【補助事業の交付決定】 

 要綱第９条に基づき交付申請の提出があった後に交付決定します。 

 

【次点者への交付決定】 

 採用事業者が交付申請をしなかった場合、その他権利を失った場合は、その旨を次点 

者へ通知し、要綱第９条に基づき交付申請の提出があった後に交付決定を行います。 

 

 

９．事前着手  

 事業所の改装に係る工事や設備等の発注などは、市が補助金の交付決定をしてから着手

をすることが原則ですが、交付決定前に着手が必要な場合は、採用事業者決定後、「志摩市

を元気にする創業支援補助金事前着手届」に関係書類を添えて提出してください。 

なお、事前着手はエントリーシートの内容に基づき実施されるものに限ります。 
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10．その他  

(1) 提出された書類、審査の過程等は、公表しません。 

(2) 提出書類の作成・提出、ヒアリング等への関する費用は、すべて申請者の負担とし

ます。 

(3) 提出書類は、提案申請者に返還しません。 

(4) 交付決定を受けてから補助事業に着手（契約行為を含む）してください。なお、採

用決定を受け、事前着手届を提出した場合は、この限りではありません。 

(5) 申請した事業計画書の内容を変更する場合は、事前に本市の承認を受けてください。 

(6) 事業の応募及び事業の実施にあたっては、本募集要項、補助金交付要綱、その他関

係書類の内容を熟知した上で進めるとともに、市から指示があった場合はその内容

に従ってください。 

(7) 原則として令和７年３月１４日（金）までに補助事業を完了し、実績報告書を提出

してください。 

(8) 補助金は、実績報告書の提出を受け、補助金額を確定してからお支払いします。実

績報告書の内容により、実際の補助金交付額が交付決定額より減額される場合があ

ります。 

(9) 補助事業の実施にあたっては、当該事業について区分経理を行うなど、透明性、客

観性を持って適正に経理処理を行うとともに、経理関係書類を補助事業完了後５年

間保存してください。 

(10) 本補助金は国の交付金を活用した事業であることから、会計検査が行われることが

あります。その際に書類調査や現場確認を実施する場合は、協力をお願いします。 

(11) 本補助金を活用した事業は、創業後3年以上実施する必要があります。3年を経過

する前に事業を廃止した場合は、返還を求める場合があります。 

(12) 創業後３年間は、毎年事業の実施状況の報告を求めます。詳細は交付決定後にご案

内します。 


